
  

定款変更の流れ ※所轄庁の認証を必要としない場合 
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団   体        所 轄 庁       阿久根市民    
             （法人の事務所が阿久根市のみの 

場合は阿久根市） 
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総    会 

定款変更届出書 

定款変更に係る登

記事項証明書提出 

・登記事項証明書 

・登記事項証明書の写し 

・設立の時の財産目録 

 

 

 

・  

閲覧書類の備え置き 

受 理 

閲覧・謄写 

・変更後の定款 

・認証書の写し 

・登記事項証明書の写し 

変更登記 

（※住所変更の場合） 

 

受 理 


